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政府は、少子化と、労働力不足対策として、女性と
高齢者の活用を目的に「ワーク・ライフ・バランス」
憲章を定めて、政策の整備を進めています。私たちが
望んできたはたらき方を実現させるためには、政府の
政策の検証が必要です。職場・地域で積極的に両立支
援策の実効ある拡充運動を広げましょう。このパンフ
レットは、全労連女性部07年調査をもとに、私たち
の望む「仕事も生活も両立したはたらき方」を考える
ために作成しました。

男女ともに仕事も家族も大切にしてはたらき続けるために、職場
単位で権利をチェックしましょう。法律に定められた制度以上の就
業規則を作らせることも含めて、各職場で運動を進めましょう。

男女とも人間らしく働くために（厚生労働省ホームページから）

◆雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために　　　　　http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html
◆職場でのセクシュアルハラスメントでお悩みの方へ　　　　　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf
◆育児介護休業法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html
◆女性労働者の母性健康管理　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html
◆仕事と生活の調和の実現（労働基準法労働時間関係） http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin.html

人事院 国家公務員の仕事と育児の両立支援 http://www.jinji.go.jp/ikuzi/toppage.html

全労連女性部のホームページにアクセス
http://www.zenroren.gr.jp/jp/jyosei/index.html

働き方を見直して職場改善要求をまとめましょう

妊娠出産リーフできました

女性労働者の健康・労働実態及び雇用における
男女平等調査報告書（2007年実施）妊娠・出産・育児に関する実態調査報告



全労連女性部は5年ごとに実態調査をおこな
っています。実態調査や政府統計などから、今
のはたらき方を見てみましょう…。
女性労働者は年々増加しています。妊娠・出

産を契機に7割が仕事を辞めています。
こうした実態が男女雇用機会均等法が制定さ

れて20年を経ても変わっていません。 「昇進・昇任」27.1％、「配置」26.4％、「賃金」
17.5％、「募集・採用」14.3％、「教育訓練」13.1％、
「定年・退職」7.9％、「福利厚生」6.3％。

生理休暇をとらない理由は「人員不足や仕事の
多忙で職場の雰囲気としてとりにくい」が44.4％
月経時の鎮痛剤の使用は「毎潮時飲む」は18.4％
「ときどき飲む」は31.5％
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5人に1人は異常出産

職場で感じる男女差別

　全労連女性部2007年「女性労働者の健康・
労働実態及び雇用における男女平等調査」「妊
娠・出産・育児に関する実態調査」は07年1
～3月正規労連者を対象に調査。 
 
15単産（出版労連含む）47都道府県4155
人から回答を得た。職種は一般事務36.4％、
勤務形態では、「昼日勤」69.9％が最も多く、
次いで「交替制勤務有」15.8％、「時差、早・
遅番」10.8％。年齢別では30代が最も多く34．
2％、次いで40代22.9％、20代20.5％、
50代20.5％。 
 
調査対象者は2001年以降に妊娠・出産した
正規労働者で14単産47都道府県1800人
が回答。勤務形態については「昼日勤」が全
体の72.2％と最も多く、次いで「時差、早遅番」
12.7％、「交替制勤務有」11.9％。 

全労連女性部07年調査の実施概要 

「疲れが翌日に残ることが多い」と「いつも疲れ
ている」合わせると62．9％ ／身体の具合が悪くて
も休めなかったことが「ある」61．4％ ／休めない
理由は、「仕事が多忙」31．0％ ／「人員不足」34．
8％2つの理由が全体の2/3を占める。

具合が悪くても休めなかったことの有無

休めなかった理由
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母性を保護する法律に明記された権利は取得されていますか！？ 
制度・権利を 
知らなかった 

時間外労働の免除 

休日労働の免除 

深夜業の免除 

通院休暇 

通勤緩和 

休憩時間の延長・回数の増加 

作業の制限・勤務時間の短縮・休業等 

深夜業の制限 

時間外労働の制限 

多忙・代替者がいない
ので請求しなかった 

30.8%

22.2%

22.5%

  5.5%

10.7%

17.7%

18.1%

18.4%

32.3%

アンケートからみる
はたらく女性の実態

時間外労働、休日労働、深夜
労働が増えた

生理休暇の取得はわずか6.0％

休めない女性

育児をしている人は、子どものために年休を使っている
●年休の使用目的は「子どもの保育・授業参観・行事参加」72.9％、「家族の病気」62.1％、「自分の
病気」48.2％、「休養」31.9％。
●子どもが病気のため保育園等に預けられなかった日数、「6～10日」26.7％、「11～15日」20.5％、
「3～5日」15.0％、「16～20日」10.8％。

02年調査 07年調査 
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今日も残業
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時間もないわ
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ない 37.6% ある 61.4%

無回答 0.9%

同僚への気兼ね  
12.8%

仕事が多忙 31.0%

人員不足で職場の 
体制がない 34.8%

自分の責任のある 
会議等があった 16.6%

その他 3.8%

異常出産 23.8%

正常出産 71.2%

無回答 5.0%
出産の状況 
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順調 つわりがきつい 切迫早産 出血 

29.9

むくみ 貧血 切迫流産 

職場での「セクシュアル・
ハラスメント」の実態
約3割がセクハラをうけている
ことばでのセクハラ75.7％
体を触られる45.1％
卑猥な話など不快な職場環境24.0％(複数回答)

職場状況でもっとも切実な要求（全体＿3つ選択） 
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賃金の引き上げ 

人員増 

労働時間の短縮 
退職金の引き上げ 

成果・業績賃金・人事 
管理をやめる 
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参考 

全労連女性部調査から
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◆「健康・労働実態」

◆「妊娠・出産実態」



出産を機に退職した理由均等法・育休法成立後も、出産
退職はふえている

所得格差は生涯続く　男女の年金格差

女性の半数以上が非正規雇用に
パート・アルバイトなどの非正規雇用者の割合が

男女とも上昇。女性は昭和60年（1985年）の
31.9％から平成19年（2007年）には53.4％にま
で上昇。

男女ともに長時間労働 30代男性の4人に1人は週60時間以上働いている
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出典：日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査」（平成15年） 
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子どもの出生年別第1子出産前後の妻の就業経歴 

（備考）1. 国立社会保障・人口問題研究所「第13回出生動向基本調査（夫婦調査）」より作成。 
 2. 1歳以上の子を持つ初婚どうし夫婦について集計。 
 3. 出産前後の就業経歴 
 就業継続（育休利用）－第1子妊娠前就業～育児休業取得～第1子1歳時就業 
 就業継続（育休なし） －第1子妊娠前就業～育児休業取得なし～第1子1歳時就業 
 出産退職　　　　    －第1子妊娠前就業～第1子1歳時無職 
 妊娠前から無職　　  －第1子妊娠前無職～第1子1歳時無職 
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昭和60～平成元年 平成2～6年 平成7～11年 平成12～16年 
（子どもの出生年） 

出産退職が増加 

勤め先での呼称に基づいて区分した雇用形態別 
雇用者構成比の推移 
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正規の職員・従業員 パート アルバイト その他 

〈女性〉 〈男性〉 

平成9年 平成19年 
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資料出所：総務省統計局「労働力調査特別調査」（昭和60年～平成13年、各年2月） 
　　　　 総務省統計局「労働力調査詳細結果」（平成14年～平成19年、年平均） 
（注）「その他」の雇用形態は、平成9年までは「嘱託,その他」、平成19年は「労働者派遣事業所の派遣

社員」「契約社員・嘱託」「その他」の計を表示している。なお、平成11年までは、「労働者派遣事
業所の派遣社員」は調査項目になく、「嘱託,その他」に含まれていた。 
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男女別の老齢年金の受給者の分布（厚生年金） 

（注）定額部分、基礎年金を含む。 （資料）社会保険庁「社会保険事業の概況」2006年度 
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（年金月額／万円） 

男性 

女性 

男性 

女性 

【平均額】 

18.8万円 
10.7万円 

フルタイム労働者に占める週60時間以上働く人の割合 

（資料）内閣府「国民生活白書」平成17年版 
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依然として少ない女性管理職（2007年）

男性だって子育てしたい

やれやれやっと寝たわ
これからひと仕事
今夜中にしあげなきゃ

部長　　 ％ 4.14.1▼
 

▼
 

12.512.5係長　　　 ％ ▼
 

6.56.5課長　  　％ 
（厚労省 賃金構造基本統計調

女の人は勤続年数
が短いし管理職に
なるまでに退職し
ちゃうからね

育児休業をとっ
たら退職金に差
がつくなんて

男性の育休取得率は1.56％

すみません今すぐ
いけないので…

熱があります
お迎えおねがいします

政府等統計から

女性管理職が少ない企業の理由（厚労省平成18年度
女性雇用管理基本調査から）

出展：平成19年度 厚生労働省雇用均等基本調査
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母子手帳に働
く女性の権利
一覧を載せて

妊婦健診・子どもの医療の無料化を

6 7

①職場の実態をチェック。要求をまとめましょう。
法律ではカバーできない要求もどんどん出しまし
ょう。
②改善のための要求書を出して交渉しよう。
③組合に入っていない人にも声をかけて、仲間をふ
やし「一緒に要求実現しよう！」。

仕事と生活を大切にした働き方を実現すること
は、女性だけの問題ではありません。
母性を守り、子育てする人にやさしい職場は、男

性も働きやすい職場です。

はたらき方を見なおして
09春闘で要求の実現を！

育児のための勤務時間短縮制度等の 
措置の導入状況（平成19年度） 

育児時間取得による不就業期間の取扱い別事業所割合 
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とする 

昇進・昇格の 
決定 

昇給の決定 

退職金の算定 

制度あり 49.5%

（％） 

平成19年度雇用均等基本調査から 

0.232.72.44.518.65.536.1

男性もいっしょに学習会を

学習し、要求をまとめ、さあ！09春闘で実現を
かちとりましょう。
各職場で要求をまとめる話し合いに、女性が積極

的に参加しましょう。

組合の要求討議に女性部の要求
を反映させる工夫をしましょう

要求をまとめましょう

職場だけでは解決できない問題も、地域との共同
で自治体要請もしましょう。

行政にも反映させましょう

法律にはあっても職場になし！？ 制度はつくっても賃金なし！？

妊婦健康診査の公費負担の状況上位5位（平成20年4月現在） 

60
26
62
25
61

10.8
10.7
7.7
7.6
7.2

都道府県 
福島県 
滋賀県 
東京都 
秋田県 
愛知県 

順　位 
1位 
2位 
3位 
4位 
5位 

市町村数 現行平均回数 

現行の法律はみなさんの職場で、きちんと守られていますか？
憲法は、13条ですべての国民の幸福を追求する権利を定め、14条で人種・信条・性別・社会的身分など

で差別されないと規定しています。さらに、24条では両性の本質的な平等をうたい、27条、28条では労
働条件を法律で定めること、労働者がみんなで集まって相談し、使用者と交渉する権利を保障しています。
こうした基本的人権の保障にもとづく憲法に法律が則っているかどうか、絶えず注視して改善を求めること、
また、法律以下の就業環境は改めさせるとりくみが労働組合に求められています。

とりやすい介護休暇制度
にしてほしい

職場の「男女平等」
を実現しよう

予防接種や参観日のための
休みがほしい

産休・育休を有給
制度にしてほしい

女性だけでなく男
性も一緒に労働時
間短縮してほしい

公的責任
で

保育所を

増やして


